様式第3号(第5条関係)
彦根市国民健康保険福祉用具貸付決定通知書

彦保第　　　　　号　　
年　　月　　日　　
　　　　　　　　様

彦根市長　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった福祉用具の貸付けについて、下記のとおり決定したので通知します。
記
1　福祉用具の貸付決定の可否
　ア　貸付決定
	　
	被保険者記号番号
	　

	
	住所
	　

	
	氏名
	　

	
	貸し付ける福祉用具
	　


　イ　貸付不決定
　　　　理由
　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
2　費用負担
　　貸付用具のレンタル料は直接、貸付取扱業者に支払ってください。
　　※　支払額は、貸付用具の1か月当たりレンタル料の3割です。ただし、助成限度額は1貸付対象者に対してレンタル料として35,000円であり、限度額を超える分については利用者の負担です。
　　※　貸付けに係る搬入・搬出費およびレンタル料金総額に対する消費税は、別途利用者の負担です。
3　条件
　①　貸付けを受けた福祉用具は、貸付決定者以外の者に再貸付けをしないこと。
　②　貸付けた福祉用具を使用中、疾病等の変化に伴い福祉用具を変更することが必要となった場合、または貸し付けた福祉用具が不用になった場合は速やかに市に届け出ること。
　③　貸し付けた福祉用具は、正しく安全に使用すること。
　④　彦根市国民健康保険被保険者でなくなったときは、速やかに市に届け出ること。
